
市役所　〒371-8601 大手町二丁目12-1　  027-224-1111　  027-224-3003 時日時　場場所　対対象　￥費用　持持ち物　申申し込み　問問い合わせ 広報まえばし　５月号23 22

か
代
理
交
付
事
業

支
援
対
象
＝
本
市
に
住
民
登
録
の
あ
る
施

設
入
所
者
、
要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
、

障
害
の
あ
る
人
、
長
期
入
院
者
、
75
歳
以

上
の
高
齢
者
か
ひ
き
こ
も
り
状
態
の
人

謝
礼
金
額
＝
１
事
業
当
た
り
１
人
２
，
０

０
０
円

申
来
年
２
月
14
日
㈮
ま
で
に
メ
ー
ル
で
。

事
業
参
加
申
込
書
を
記
入
し

m
nc@

city.m
aebashi.gunm

a.jp

へ

問
市
民
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
７
２

産
廃
処
理
の
報
告
は
忘
れ
ず
に

　

事
業
活
動
で
排
出
さ
れ
る
廃

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
や
ガ
ラ
ス
く

ず
な
ど
は
産
業
廃
棄
物
で
す
。

こ
れ
ら
を
排
出
す
る
と
き
は
、
産
業
廃
棄

物
管
理
票
（
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
）
の
交
付
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
昨
年
度
中
に

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
交
付
し
た
事
業
者
は
、

産
業
廃
棄
物
管
理
票
交
付
等
状
況
報
告
書

を
作
成
し
、
６
月
30
日
㈰
ま
で
に
市
役
所

廃
棄
物
対
策
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
９
５
３

そ
の
他
の
情
報

●
休
日
当
番
動
物
病
院
案
内

問
録
音
案
内

☎
０
２
７
‐
２
８
３
‐
８
３
３
３

税

軽
自
動
車
税
は
５
月
31
日
㈮
ま
で

　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
納
税
通
知

書
を
５
月
上
旬
に
所
有
者
な
ど
（
４
月
１

日
現
在
）
へ
発
送
し
ま
す
。
納
付
期
限
は

５
月
31
日
㈮
。
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る

と
き
は
次
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
原
動
機
付
自
転
車
（
１
２
５
㏄
以
下
の

バ
イ
ク
）・
小
型
特
殊
自
動
車（
農
耕
用
な
ど
）

　

譲
渡
し
た
と
き
は
、
市
役
所
市
民
税
課

か
各
支
所
で
名
義
変
更
を
。
本
市
以
外
で

使
用
（
譲
渡
を
含
む
）
す
る
と
き
や
車
両

を
廃
棄
す
る
場
合
は
、
市
役
所
市
民
税
課

か
各
支
所
で
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
返
納
の

手
続
き
を
。
市
外
へ
転
出
し
た
と
き
は
転

出
先
で
新
し
い
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
取

得
し
て
く
だ
さ
い
。

●
軽
二
輪
・
二
輪
の
小
型
自
動
車
、
軽

三
・
四
輪
の
手
続
き
先

　

軽
二
輪
（
１
２
５
㏄
超
２
５
０
㏄
以

下
）・
二
輪
の
小
型
自
動
車
（
２
５
０
㏄
超
）

は
群
馬
運
輸
支
局
（
☎
０
５
０
‐
５
５
４

０
‐
２
０
２
１
）、
軽
三
・
四
輪
は
軽
自

動
車
検
査
協
会
（
☎
０
５
０
‐
３
８
１
６

‐
３
１
０
９
）
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

●
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
障
害
者
減
免

　

障
害
者
の
移
動
の
た
め
に
、
本
人
か
そ

の
家
族
が
所
有
・
使
用
す
る
軽
自
動
車
な

ど
は
、
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
が
減
免

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
５
月
31
日
㈮

ま
で
に
市
役
所
市
民
税
課
で
納
付
前
に
手

続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

問
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
に
つ
い
て
は

市
民
税
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
４
２

自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
課
税
に
つ
い
て

は
県
自
動
車
税
事
務
所

☎
０
２
７
‐
２
６
３
‐
４
３
４
３

自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
納
税
に
つ
い
て

は
前
橋
行
政
県
税
事
務
所

☎
０
２
７
‐
２
３
４
‐
１
８
０
０

土
地
家
屋
の
調
査
に
協
力
を

●
新
増
築
家
屋
調
査

　

１
月
２
日
以
降
に
新
増
築
し
た
家
屋
は
、

来
年
度
か
ら
固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
に

な
り
ま
す
。
調
査
対
象
者
に
は
事
前
に
手

紙
で
調
査
日
時
を
確
認
し
ま
す
。
都
合
の

良
い
日
時
を
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
新
築

に
伴
い
取
り
壊
し
た
家
屋
が
あ
る
場
合
は

申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

●
土
地
家
屋
の
現
況
調
査

　

固
定
資
産
税
を
適
正
に
課
税
す
る
た
め
、

土
地
と
家
屋
の

現
況
調
査
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

調
査
は
航
空
写

真
や
現
況
図
な

ど
を
参
考
に
、

課
税
台
帳
に
登

録
し
て
あ
る
事

項
と
現
地
の
状
況
を
照
合
。
違
い
が
あ
る

場
合
は
、
身
分
証
を
持
っ
た
職
員
が
現
地

で
現
況
を
確
認
し
ま
す
。

問
資
産
税
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
１
８

事
業
者
向
け

事
業
所
向
け
の
求
人
説
明
会

　

来
年
３
月
に
大
学
や
専
門
学
校
、
高
校

な
ど
を
卒
業
す
る
人
の
採
用
を
予
定
し
て

い
る
事
業
者
を
対
象
に
、
採
用
選
考
の

ル
ー
ル
説
明
や
高
校
教
諭
か
ら
学
校
紹
介

を
し
ま
す
。

時
５
月
28
日
㈫
13
時
30
分
〜
16
時

場
県
農
協
ビ
ル
大
ホ
ー
ル
（
亀
里
町
）

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
新
卒
・
わ
か
も
の
コ
ー

ナ
ー

☎
０
２
７
‐
２
９
０
‐
２
１
１
１

マ
イ
ナ
カ
ー
ド
の
取
得
支
援
に
謝
礼

　

高
齢
者
施
設
な
ど
が
実
施
す
る
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
取
得
支
援
に
対
し
、
謝
礼

金
を
支
払
い
ま
す
。
た
だ
し
、
事
前
に
申

し
込
み
な
ど
が
必
要
。
詳
し
く

は
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

対
市
内
に
事
業
所
が
あ
る
施
設
な
ど
が
、

自
身
で
の
手
続
き
が
困
難
な
人
に
対
し
て
、

来
年
２
月
28
日
㈮
ま
で
に
実
施
す
る
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
サ
ポ
ー
ト
事
業

人
権
標
語

あ
り
が
と
う　

そ
の
一
言
で

笑
顔
の
花
が　

さ
い
て
い
く

石
井
小
６
年

星
野 

百
合
香
さ
ん

寄付

●カインズ＝企業版ふるさと納税５億円を第７次
総合計画重点事業などのために
●さとうまきさん＝詩文集「おしゃべりのなかの
こどもたち－ママは「ことば」の料理人－」10冊
を教育振興のために
●幸せのベンチプロジェクト、画家・永岡泰都さん
＝ベンチ２台を障害者サポートセンターこころへ
●市富士見赤十字奉仕団＝ベルトパーテーション
スタンド７本を富士見公民館へ
●生活協同組合コープぐんま＝企業版ふるさと納
税100万円を子育て支援関連事業のために
●日本トーター＝企業版ふるさと納税1,000万円
をアーツ前橋企画展事業のために
●ぬかが＝企業版ふるさと納税300万円をアーツ
前橋企画展事業のために

●前橋ガス事業協同組合＝ガス衣類乾燥機２台
（ガス配管工事を含む）を北消防署・北消防署白
川分署へ
●ユー・シー・エル＝企業版ふるさと納税100万
円を公立大学法人運営事業のために

以下の４つはこどもフードパントリー事業によ
る、ひとり親家庭などへの子育て支援のために
●アルファデンタルオフィス＝こども用歯ブラシ
336本
● ガトーフェスタ ハラダ＝２枚入りラスク
1,500袋
●群馬ヤクルト販売＝乳性飲料768本
●サンヨー食品＝即席麺5,184食

相談名・問い合わせ 日　時 会　場

法律相談
☎027-898-6100

火曜13時～16時（前週の木
曜８時30分～当日12時まで
に電話で予約を。相談は受
け付け順で時間指定はでき
ません。先着5・６人まで）

議会庁舎
市民相談提案係
※相談は年度内に
1人1回

行政相談
☎027-898-6100

５月９日㈭13時～15時 大胡支所

５月10日㈮13時～15時 上川淵市民
サービスセンター

５月10日㈮・６月７日㈮、
13時～15時

東市民サービス
センター

５月14日㈫13時～15時 かすかわ
老人福祉センター

５月15日㈬13時～16時 議会庁舎
市民相談提案係

５月20日㈪13時～15時 宮城支所

５月24日㈮13時～15時 南橘市民
サービスセンター

６月５日㈬13時～15時 富士見公民館

特設法律相談
☎027-234-9321
（予約電話）

５月24日㈮13時～15時
（5月13日㈪から電話で予約を。
受け付け時間は9時～12時・
13時～17時。先着16人まで）

議会庁舎
市民相談提案係
（受け付けは12時30
分から相談終了時間
の15分前まで）

公証相談
☎027-898-6100 ５月20日㈪13時～15時

司法書士、土地家屋調
査士相談
☎027-898-6100

５月10日㈮13時～16時

相談名・問い合わせ 日　時 会　場

行政書士相談
☎027-898-6100

５月13日㈪・６月３日㈪、
13時～16時

議会庁舎
市民相談提案係
（受け付けは12時30
分から相談終了時間
の15分前まで）

月いち健康相談
☎027-220-5708

５月23日㈭９時～11時
（予約制） 保健センター

精神科医によるこころ
の相談
☎027-220-5787

５月８日㈬・22日㈬、
13時30分～15時
(各予約制）

保健所

うつ病ココロの相談＋
☎027-220-5787

５月14日㈫
13時30分～15時30分 保健所

心配ごと相談
☎027-237-5006 月曜～金曜、13時～16時 総合福祉会館

外国人相談
（英語・中国語・ポル
トガル語・スペイン
語）
☎027-226-5516

月曜13時～17時、
木曜９時～13時

市役所
外国人相談窓口

※市民相談（☎027-898-6100）は平日の８時30分～17時15分。家庭児童相談（☎027-223-4148）、母子・父子相談（☎027-220-5701)、DV相談（☎
027-898-6524）、男女共同参画相談（☎027-898-6520）、就学に向けての相談（☎027-210-1234）、消費生活・多重債務相談（☎027-898-1755）
は平日の９時～17時。教育・青少年相談（☎027-230-9090）は平日の10時～17時。自殺予防「群馬いのちの電話」（☎027-221-0783）は９時～24時。
みんなの人権110番（☎0570-003-110）は平日の８時30分～17時15分。

５月の各種無料相談


